
区分 ご意見･ご提案（要旨） 京都府の考え方

　ここに挙げられる基本理念及び原則は、あ
る程度当たり前のことが書いてあり、当然府
政は、遵守して行うことが求められる。また透
明性のある政治が行われていれば、信頼でき
かつ、間違った方向へは進まないのではない
か。

　当たり前だけど大切な条例だと思う。

　非常にわかりにくい。結局のところ何がした
いかが明確ではないし、よほどの人でなけれ
ばこれを全部読もうとは思わない。
　そもそも条例化するメリットは何なのか。役
所各所への伝達や自治会などへの通達で済
むレベルの話ではないのではないか。
　条例制定よりも別のものについて予算・労力
を傾けるべきではないか。

　この条例は、府政運営や地域づくりをどのような考え方で進めていくのかを府民
と共有するものであり、具体的な政策を達成するものではありません。
　地域社会を取り巻く状況が大きく変動する中で、地域の課題に柔軟に対応して
いくためには、従来のように専ら行政が公共分野を担うのではなく、府民や地域の
団体など多様な主体がその持てる力をいかして連携していくことが求められます。
　その際に、当然と考えられることであっても、府政運営や地域づくりの基本的な
考え方を共有しておくことは大変大切です。これによって府の役割や責務、市町
村、府民などとの関係が明確化され、この条例に示された理念・原則に従って、府
政に関わるあらゆるプロセスが進められることになり、府民とともに改革・改善の
取組を進めるきっかけにもなると考えております。
　なお、わかりにくいというご指摘については、条文に一般的な用語を使用し、で
きる限り平易な文章にするなど、府民の皆様に条例の趣旨が十分にご理解いた
だけるようにしていきたいと考えております。

　もう尐し噛み砕いた、誰でもとっつきやすい
文章の方がよい。

　各地方自治体の市民憲章のように簡潔に、
分かりやすい文章にするべきではないか。類
似の用語が続き分かりにくい。例えば、基本
原則の１と４は、府民の持つ力が引き出される
環境を整えることと、参画できる機会を確保す
ることは意味、目的が重複しており、より簡潔
に修正できると思う。

　「府民」に、府内で働く他府県に住む人や、
府内で学び、若しくは活動する他府県に住む
人が含まれているのかどうか、また、参政権を
有していない外国人が含まれるのかどうか、
明らかにしてもらいたい。特に現政権が目指
す地方参政権付与との関係から、この条例の
制定に際して、立場を明らかにしていただきた
い。

　この条例において「府民」とは、原則として、府域に関係する住民、勤労者、学
生、活動者等すべての人が該当するものと考えており、また、その住所や国籍を
問いません。但し、法律や別の条例等において「府民」の範囲を定めている場合、
その適用については当該の規定に拠ります。
　なお、地方参政権については、国において議論されるものと承知しております。

基本条例(骨子案）パブリックコメントに対する京都府の考え方

　この条例の基本理念や基本原則は、現在の社会通念から考えると、当然のこと
を掲げているものといえますが、これからの府政運営や府域における地域づくり
についての基本的な考え方を条例制定という形で府民の皆様と共有することに大
きな意義があると考えております。
　府政の推進に当たって、透明性の確保や法令遵守の取組を進め、府民との信
頼関係を確かなものとしていくことは不可欠であり、この条例の基本原則や知事
その他の執行機関の責務にも明確に示すこととしております。

　この条例は、理念を中心としたものであるため、より多くの府民の皆様にその内
容を理解していただけるよう、条文に一般的な用語を使用し、「です・ます」調を採
用するなどやわらかなイメージで、平易な文章となるようにしていきたいと考えて
おります。
　また、条文には法令として、規定する際に一定の約束事があるため、条文より比
較的自由な表現ができる前文を設けて、条例の基本的な考え方や目的などをで
きる限り分かりやすく規定したいと考えております。
　なお、基本原則の一つ目に示す考え方は、府民や地域の持つ力や資源をいか
していけるように、自主的、自立的な活動を尊重し支えていくということを示したも
のであり、一方、基本原則の四つ目の考え方は、政策の立案等の過程に府民が
参画できるような機会を確保することを示したものであり、それぞれ基本原則とし
て意味を持つものと考えております。
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　職業や地域による差別のない風通しの良
い、「幸福度」の高い京都を望む。

　この条例の基本理念の一つ目に、「人を大切にし、人がつながり支え合う、心豊
かな社会づくり」という基本理念を掲げています。これは、この条例の基本的な考
え方である、府民一人ひとりの個性や能力が尊重され、誰もがその意思に基づい
て社会の一員として参画できそれがいかされるとともに、それぞれの多様性を受
け容れ、ともにつながり支え合うことのできる、「ユニバーサル」や「共生」の視点を
表したもので、３つの基本理念の中でも最も大切な考え方です。
　ご意見にある職業や地域による格差のない、「幸福度」の高い京都府の実現
は、こうした考え方と共通する理念であると考えています。

　近隣住民相互の助け合いの考え方が大切
だと思う。

　この条例の基本理念の一つ目に、「人を大切にし、人がつながり支え合う、心豊
かな社会づくり」という基本理念を掲げています。これは、この条例の基本的な考
え方である、府民一人ひとりの個性や能力が尊重され、それぞれの多様性を受け
容れ、ともにつながり支え合うことのできる、「共生」の視点を基本としたものです。
　ご意見の近隣住民相互の助け合いの考え方は、まさにこの理念が目指すもの
であると考えております。

　京都の特色をいかし、府民の意見を取り入
れて進めていくという、基本理念が素晴らし
い。特に、京都にはおいしい京野菜をはじめ、
多くの特産物があり、それを京都の中で有効
に活用し、その良さを子どもたちに伝えていく
ことはエコや農業の活性化、食育の観点から
も、大切なことだと思う。

　ご意見のとおり京都は古くから進取と自治の気風にあふれ、府域の様々な地域
がその特徴をいかしながら、豊かな地域社会を形づくってきました。
　全国的にも誇ることが出来る農産物や伝統工芸品をはじめ、環境に配慮した生
活文化など、その持てる力をいかして地域の魅力を高めていただくという地域づく
りのあり方を基本理念の一つに位置付けています。また、そのために、府民の参
画や協働を支えていくことを基本原則の一つとして示すこととしております。

　行政運営の基本として、ＮＰＯなど民間団体
との連携・協働が書かれているのは、大変よ
いことだと思う。行政と民間団体は、対等の関
係に立ち、得意な分野でそれぞれ活動するこ
とが大切。連携・協働は必要ですが、それが
行き過ぎて、行政が民間団体に押し付けを
行ったり、活動を干渉したりすることがないよう
にするべき。

　ご意見のとおり、住民自治の主役であり、地域の実情をよく知っておられる府民
の皆様が自ら取り組まれる多様な活動を尊重することは、この条例の基本理念に
も示すところです。これを踏まえて、基本原則では、ともに公共の役割を担う、行
政と府民、民間の団体等との関係のあり方の基本となる考え方を示すこととして
おります。
　なお、連携・協力という形をとりながら、実際には行政の下請的な役割を押しつ
けたり、自主的な活動に干渉するようなことは、厳に慎まなければならないことと
考えております。基本原則の中に、その考え方を規定することとしております。

　府民交流会に参加して良かった。今後も府
民の声を聞いていただく機会を持ってほしい。
地域が益々過疎が進む中で、より元気にさせ
ることに私も取り組みますので、今後も地方に
も力を入れてもらいたい。

　この条例の基本理念に、府民が自ら主役となり、地域の魅力を高める自立した
社会づくりと、多様な主体がともに役割を担う社会づくりを掲げておりますが、それ
を実現するための基本原則の一つとして、府民の参画と協働を尊重し、支える府
政運営を示しております。
　地域のことを最もよく知っておられる地域住民の方のご意見や取組を、地域づく
りや府政運営にいかして行くことが、地域の特徴をいかし、地域を元気にしていく
ことにつながると考えております。

　住民には、府と市や町などの仕事の違いや
お互いの関係はよくわかりませんが、お互い
に協力してよい行政の施策やサービスを提供
してもらいたいと思います。そういったあり方を
示してほしい。

　府市の役割分担を解りやすく知らせてほし
い。

　素晴らしい基本理念と思うが、市町村の計
画との調整はどうなっているのか。

　ご意見のとおり、行政サービスはその経費を負担していただく府民の皆様にとっ
て効率的で便利であることが最も重要であると考えております。
　府は市町村を包括する広域自治体として、まず、住民に最も近く、地域や住民が
求めておられることを的確に把握していると考えられる市町村の行政を尊重し、必
要に応じて補完するとともに、災害対策や疾病予防など市町村の地域を越えて実
施することが効果的な分野を分担するなど、総合的な視点から府民の皆様に質
の高い行政サービスを提供することが必要であり、その基本的な考え方を、基本
原則の中に規定していくこととしております。
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　京都市内に住んでいると「府」が遠くに感じら
れる。府政運営となると、京都市は関係がな
いのか。

　京都市との連携をどうするのか。この問題を
明確にしないと現実的ではない。

　私は京都市に住んでいますが、府と市で同
じような施設を作っていたり、似たようなことを
やっていることがあると思う。市民にとって無
駄なことがなくなり、その費用がより良い方向
で使われて、市民にとっての便利さが上がる
よう、そうした協力のあり方を考えていただき
たい。

　政令指定都市制度を廃止し、二重行政を改
善してほしい。

　進めるのは府民ではあるが、行政マンとして
の職員教育はどうなっているのか。京都府の
幹部職員にも、絆・協同に全く反対の部長職
の方がいる。知事の指導力に期待する。

　この条例に、知事その他の執行機関の責務として基本理念、基本原則に基づい
て府政運営を行うよう定めることとしておりますが、府政の責任者である知事等に
は、府民とともに地域の課題に対応し、府政を運営するために必要な能力を有す
る職員を育成する責務があることも同時に示すこととしております。

　知事その他の執行機関の責務や努力に関
する記述はあるが、職員の責務についての記
述がない。知事その他の執行機関が責任を
自覚し努力したとしても、実際に府政運営に携
わる職員の責任を記載しなければ、先に発生
した知事室長の「メール事件」をはじめ、府政
運営の信頼を失墜させる事件の再発は防止
できるものではない。

　この条例の基本原則の一つに、府民によく見える、信頼される府政運営を掲げ
ており、その中に、法令遵守の徹底等による公平、公正な、府民の信頼を得る府
政の実現に努めることを規定しております。また、これらの基本原則に基づく府政
運営の実現のため、知事その他の執行機関にはその責任者として、必要な能力
を有する職員の育成に努めなければならないことを示すこととしております。
　なお、この条例はもとより、職員が地方公務員として、地方公務員法など関係す
る法令を遵守しなければならないことは申し上げるまでもありません。

　議会との関係はまだ書かれていないが、ど
ちらも住民の代表として地方自治を進めていく
立場であり、双方がしっかりと役割を果たすよ
う、相互の関係のあり方をしっかりと規定して
ほしい。他の自治体のように議会と対立の関
係にあるのは異常。民主主義がきちんと機能
するようになるべき。

　ご意見のように、全国の地方自治体で首長と議会が対立し、自治体運営に必要
な予算や議案の審議が行き詰まっている事例がしばしば報道されております。そ
の自治体の事情もあろうかとは思われますが、このような状態が行き過ぎると、住
民の生活に悪影響を及ぼすことにもなりかねません。
　現在、府政運営の基本的な考え方を示すこの条例の検討と並行して、府議会に
おいても、議会運営のあり方や議会の立場から知事との関係の基本等を規定す
る議会基本条例の検討が進められております。
　知事と府議会はともに府民の皆様から選ばれた代表として、府民福祉の増進と
いう目的達成のため、相互の役割を尊重して、それぞれの機能を最大限に発揮
することが大切であり、その趣旨をしっかりと示していきたいと考えております。

　知事と議会との関係の基本が、議会との協
議、調整を踏まえて基本となる事項を定めると
しているが、どのような方向を示されるのか。
「府民が起点」となった場合に議会はどのよう
な役割を果たすのでしょうか。そうした明示が
ないと全体像が描けない。

　住民から直接選ばれる代表である知事と議会は、府民福祉の増進に向け、地
方自治体の運営において、相互の役割を十分に果たしていくことが必要です。
　この条例については、知事その他の執行機関の側から、府政運営において基
本としていく考え方や行動原則を規定することを考えており、その中で、府議会と
の関係のあり方を示していきたいと考えております。
　なお、現在、府議会においても、議会運営のあり方や議会の立場から知事との
関係の基本等を規定する議会基本条例を検討中であり、いわゆる二元代表が相
互の立場と機能を踏まえて、それぞれの条例でその基本的な考え方を府民の皆
様に示し、その責務を全うすることにより、府民の信託に応える府政運営に努め
てまいりたいと考えております。

　ご意見の、京都府といわゆる政令指定都市である京都市との関係については、
府政を進めていく上で大変重要であると考えております。都道府県と政令指定都
市の両者が切磋琢磨し、良い政策をつくり出していくことによって住民生活の向上
に大きく寄与することができますが、他方のことを考慮せずに行政運営を行ってい
ては、無駄や不便さの原因となるおそれがあります。府と京都市とはこれまでか
ら、観光分野をはじめ様々な施策を協調しながら進めてきておりますが、この条例
でも政令指定都市である京都市との関係を踏まえて規定することとしています。
　なお、「政令指定都市」は、地方自治法に基づく制度であり、京都府が独自に条
例等でこれを廃止することはできません。

　この条例の基本原則の一つに「市町村との連携・協力による府政運営」を示して
おり、府は、住民に最も近い行政を担う市町村の活動を尊重し、補完するととも
に、府の持つ資源をいかして、広域的に行うことが適当な行政事務を担当するな
ど、府民の皆様にとって質の高い行政サービスが提供できるよう市町村との適切
な役割分担と連携・協力を行うことが必要であると考えています。
　ご意見の京都市との関係ですが、こうした府と市町村の基本的な関係を基礎に
置きながら、府民の半数以上が居住し、いわゆる政令指定都市として一定の行政
分野では府と対等の権限を担っているという相互の関係を踏まえて連携・協力を
行うことが、府政を進めていく上で大変重要であると考えております。これまでか
ら、観光分野をはじめ様々な施策を府市協調により進めてきておりますが、基本
条例でも政令指定都市である京都市との関係を踏まえて規定することとしていま
す。
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　物事には表と裏が必ずある。政策にも、問題
を解決する力を持つ表の面と、前提条件に変
化があった時に負の面が突如として出て来る
ことがあり、正の面の効果と負の面の対応策
を府民に開示してもらいたい。

　地方自治の原点は、地域のことを最もよく知る住民が、その意思と責任によりそ
の地域の進むべき方向性を決定して、その結果についても責任を持ち、受け容れ
ていくことであると考えられます。
　従って、府民が自ら取り組んでいる活動を大切にしたり、地域の解決に当たって
公的な役割を担っていただけるような環境を整えていくことが行政の重要な役割
の一つであると考えております。また、住民から選ばれた知事が、それが良い内
容であるか否かに関わらず、行政運営に関する情報を府民と共有することや、意
見の提出等、政策の形成過程から府民に参画をいただく機会を設けることなども
基本原則として示していくこととしております。

　府民が選挙に高い関心を持つように取り組
んでほしい。社会（京都府）を良くするのは行
政の力ではなく、マスメディアの言うことを鵜呑
みにしないで、自分で考えようとする一人一人
の自立力と自律力。投票率を７５％に上げる
ための、横断的・総合的プロジェクトを立ち上
げ、取り組んでほしい。小さい頃から自分で考
え、行動する府民を育てる教育に取り組んで
もらいたい。行政には、真実を伝え、考えさせ
る責任があるのではないか。

　この条例の基本原則で示した、府民を起点とする活動や府民の参画を尊重する
ことにより、府政に対する関心が高まるとともに、府民が直接選んだ代表である府
議会の議論を経て、最終的な自治体の意思が決定されることが二元代表制の下
での府政の基本であると考えられますので、この条例にもそうした基本的な考え
方を示していくこととしております。

　児童虐待の事例に見られるように、行政は
ある程度、個人の私権を超えて権限を行使し
なければならない時がある。行政は府民の視
点で施策、事業を進めるべきで、そういう意識
を持ち合わせていない職員がいる。もっと、細
部にわたる行政の「無駄」を仕分け、外郭団体
を整理すべき。

　この条例の基本原則の中には、府民が起点となり、府民がいかされるといった、
住民自治の主役として府民の存在やその視点を基礎に置く考え方を示すととも
に、行政の責任において果たすべき役割や、規律ある行政運営についての原則
も示すこととしております。ご意見にありますとおり、セーフティネットなど府民が安
心・安全に暮らすことができるように必要な役割を担うことや、効果的かつ効率的
な事業の実施など健全な財政運営を実現すること等についても盛り込むこととし
ております。

　基本条例の考え方を踏まえると、沖縄の米
国基地の一つでも京都府へ移転して、暖かみ
のある京都府をつくっていけばどうか。

　この条例は、府政運営全般に共通する普遍的な理念や原則を規定するもので
あり、個別の施策の方向性について示すものではありません。
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